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平成 30年 7月 豪雨で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて (その 11)

平成 30年 7月 豪雨で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いにつきましては、本

年 9月 6日付 (介 113)等にてご連絡させていただきましたが、これまで、利用料の支払い免

除等に係る取扱い期間につきましては、本年 10月 末までの介護サービス分とされていたとこ

ろであります。

今般、当該取扱い期間を本年 12月 末までの介護サービス分とする旨の事務連絡が厚生労働

省より発出されましたので、更新された利用者向けリーフレットと併せ、情報提供申し上げ

ます。

つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、郡市区医師会及び会員ヘ

ご周知賜りたくよろしくお願い申し上げます。

(添付資料)

・平成 30年 7月 豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

(その H)

(平 30,10.26 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、介護保険計画課、高齢者支
援課、振興課、老人保健課 )



事 務 連 絡

平 成 30年 10月 26日

各 都道府県介護保険担当主管部 (局)御 中

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室

介 護 保 [夕く 計 画 課

高 齢 者 支 援 課

振    興    課
老 人 保 健 課

平成30年 7月 豪雨による被災者に係る利用料等の

介護サービス事業所等における取扱いについて (その 11)

平成30年 7月 豪雨による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料の支払

いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとしますので、管内市町村、介

護サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。

(平成30年 9月 5日付け事務連絡から、別紙及び取扱いの期間を更新 )

記

1に掲げる者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準 (平成 H年厚生省令第 37号)第 20条第 1項、第 48条第 1項、第
66条第 1項、第 78条第 1項、第 87条第 1項、第 96条第 1項、第 127条第 1

項、第 140条の 6第 1項、第 145条第 1項、第 155条の 5第 1項、第 182条第

1項、第 197条第 1項及び第 212条第 1項、指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第 35号)第 50条第 1

項、第 69条第 1項、第 81条第 1項、第 90条第 1項、第 ■8条の 2第 1項、第

135条第 1項、第 155条第 1項、第 190条第 1項、第 206条第 1項、第 238条第

1項、第 269条第 1項並びに第 286条第 1項、指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第 34号)第 3条の

19第 1項、第 24条第 1項、第 71条第 1項、第 96条第 1項、第 117条第 1項、



第 136条第 1項及び第 161条第 1項、指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第 36号 )

第 22条第 1項、第 52条第 1項及び第 76条第 1項、指定介護老人福祉施設の人

員、設備及び運営に関する基準 (平成 11年厚生省令第 39号)第 9条第 1項及び

第 41条第 1項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基

準 (平成 11年厚生省令第 40号)第 H条第 1項及び第 42条第 1項、健康保[父
法等の一部を改正する法律 (平成 18年法律第 83号)附則第 130条の 2第 1項

の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人

員、設備及び運営に関する基準 (平成 11年厚生省令第 41号)第 12条第 1項及

び第 42条第 1項、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (平

成 30年厚生労働省令第 5号)第 14条第 1項及び第 46条第 1項並びに介護保険

法施行規則 (平成 11年厚生省令第 36号)第 140条の 63の 6の規定に基づき市

町村が定める基準の規定により利用料の支払いを受けることを、 2に掲げる期

間猶予することができるものとする。

また、介護保険法 (平成 9年法律第 123号)第 115条の 45第 5項及び第 ■5

条の 47第 8項に規定する利用料については、その具体的事項を市町村におャ`て

要綱等により定めることとしているが、これらについても、市町村において要綱

等を改正することで、 1に掲げる者について 2に掲げる期間猶予することがで

きるものとする。

なお、介護保険施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払い

を受ける必要がある。

1 対象者の要件

(1)及び (2)のいずれにも該当する者であること。

(1) 平成 30年 7月 豪雨に係る災害救功法 (昭和 22年法律第 ■8号)の適
用市町村のうち、別紙に掲げる市町村の介護保 [夕食法 (平成 9年第 123号 )

第 9条の被保険者であること。

(2) 平成 30年 7月 豪雨により、次のいずれかの申し立てをした者であるこ

住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨

主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負つた旨

主たる生計維持者の行方が不明である旨

主たる生計維持者が業務を廃上し、又は休止した旨

。
①

②

③

④

と



⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

2 取扱いの期間

平成 30年 12月 末までの介護サービス分

3 介護サービス事業所等における確認及び介護報酬の請求等について

(1)上 記 1(2)の申し立てを行つた者については、被保険者証等により、
保険者が 1(1)の市町村であることを確認するとともに、当該者の 1(2)
の申し立ての内容を利用者に関する書類に簡潔に記録しておくこと。

ただし、被保険者証等が提示できない場合には、氏名、住所、生年月日

等を利用者に関する書類に記載しておくこと。

(2) 本事務連絡に基づき猶与した場合は、利用料を含めて 10割を審査支払
機関等へ請求すること。



別紙

実施市町村

22

21

20

19

18

17

16

15

14

l3

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

京都府

岐阜県

都道府県

福知山市

加茂郡川辺町

加茂郡富加町

美濃市

岐阜市

大野郡白川村

加茂郡東白川村

加茂郡白川町

加茂郡八百津町

加茂郡七宗町

加茂郡坂祝町

下呂市

郡上市

本巣市

飛騨市

山県市

可児市

美濃加茂市

恵那市

中津川市

関市

高山市

市町村



48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

87

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

鳥取県

兵庫県

八頭郡八頭町

八頭郡智頭町

八頭郡若桜町

鳥取市

神崎郡神河町

神崎郡市川町

たつの市

養父市

佐用郡佐用町

多可郡多可町

丹波市

西脇市

姫路市

美方郡香美町

赤穂郡上郡町

宍粟市

朝来市

篠山市

豊岡市

与謝郡与謝野町

与謝郡伊根町

船井郡京丹波町

南丹市

京丹後市

宮津市

綾部市



74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

岡山県

島根県

小田郡矢掛町

加賀郡吉備中央町

英田郡西粟倉村

苫田郡鏡野町

浅口郡里庄町

都窪郡早島町

浅口市

真庭市

赤磐市

瀬戸内市

新見市

高梁市

総社市

井原市

笠岡市

玉野市

倉敷市

岡山市

邑智郡川本町

江津市

日野郡江府町

日野郡日野町

日野郡日南町

西伯郡伯音町

西伯郡南部町

東伯郡三朝町



100

99

98

97

96

95

94

98

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

愛媛県

山口県

広島県

八幡浜市

北宇和郡鬼北町

北宇和郡松野町

西予市

大洲市

宇和島市

今治市

岩国市

庄原市

三次市

安芸郡坂町

安芸郡熊野町

安芸郡海田町

安芸郡府中町

江田島市

東広島市

府中市

福山市

尾道市

原市

竹原市

呉市

広島市

和気郡和気町

美作市

津山市



109

108

107

106

105

104

103

102

101

福岡県

高知県

久留米市

飯塚市

幡多郡大月町

幡多郡三原村

土佐清水市

宿毛市

長岡郡本山町

香南市

安芸市



平成30年 7月豪雨の被災者の皆様ヘ

保険証ゃ現金がなくても 0 厚生労働省
ひと、くらし、rつ lらいのために
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平成 30年 10月 24日 時点

医療機関等を受診できます
〇 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協会け

んぽ (以下の「対象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次
医療機関、介護サービス事業所等～ い

の窓口でその旨を部 告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険

の利用料について支払いが1不要となります。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

※ この免除を受けるには、上記の①～⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告い

ただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、府県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも

支払いを求められることはありません。

※ なお、入院・入所時の食費 ,居住費などはお支払いいただく必要があります。
※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払つていただく必要がありますが、
一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

※ 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを利用できます。

l① この窓口での取扱いは平成30年12月末までです。
なお、平成31年 1月以降は、①保険証と②猶予 (免除)証明書の両方

|

| を医療機関等の窓口で提示することで、猶予 (免除)を受けることができますと
猶予 (免除)証明書は、あらかじめ生 をイ子うことで

交付されますので、お手続をお願いいたします。

対象保険者

[愛媛県]

今治市 宇和島市 大洲市 西予市 ゴヒ宇和郡松野町 Jヒ宇和郡鬼北町 メヽ幡浜市
愛媛県後期高齢者医療広域連合 全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合日国保組合、私学共済についても免除される場合があります。詳細は各組合等にお間
い合わせください。)

証明書の交付:こついて、○ 窓ロ

ご加入の
の取扱い 予

い せ い



平成30年 7月豪雨の被災者の皆様ヘ

保険証や現金がなくても 0 厚生労働省 ―
ひと、くらし、みらいのため「

:

平成 30年 10月 24日 時点

医療機関等を受診できます
〇 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協会け

んぼ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次
の①～⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等

の窓口でその旨をご申告いただくことで、 や介護保険

の利用料について支払いが1不要となります。
住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
主たる生計維持者が死亡 し又は重篤な傷病を負われた方

主たる生計維持者の行方が不明である方

主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方

主たる生計維持者が失職 し、現在収入がない方

①
　
②
③
④
⑤

対象保険者

[岡山県]

岡山市 倉敷市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市

浅国市 都窪郡早島町 浅回郡里庄町 苫田郡鏡野町 英田郡西粟倉村 力日賀郡吉備中央町

小田郡矢掛町 津山市 美作市 和気郡和気町 岡山県後期高齢者医療広域連合

全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合口国保組合、私学共済についても免除される場合があります。詳細は各組合等にお問

い合わせください。)

※ この免除を受けるには、上記の①～③のいずれかに

ただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、
該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告い

確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、府県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも

支払いを求められることはありません。

※ なお、入院・入所時の食費 B居住費などはお支払いいただく必要があります。
※ 幻 以外の

最魔柵 ぎ洸竜翻 柵 爾 卸 辮 剛 聯 柵 冦 t必
要がありますが、

※ 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを利用できます。

0こ の窓ロで 取扱いは平成30年 12月末までです。
なお、平成31年 二月以降は、①保険証と②猶予 (免除)証明書の両方
を医療機関等の窓口で提示することで、猶予 (免除)を受けることができますと

猶予 (免除)証明書は、あらかじめ
交付されますので、お手続をお願いいたします。

ことで

口負担の いて、

し
l

いや猶予 証明書の交
し1勘 田



平成30年 7月豪雨の被災者の皆様ヘ

保険証や現金がなくても 0 厚生労働省
ひと、くらし、みらいのために
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平成 30年 10月 24日 時点

E―療機関等を受診できます
、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協会け

んぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次
の①～⑤のいづ粕かに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等

の窓口でその旨を

「

申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険

の利用料について支払いが不要となります。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で日頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

〇

対象保険者

[岐阜県]

高山市 関市 中津川市 恵那市 美濃加茂市 可児市 山県市 飛騨市 本巣市 郡上市 下呂市
加茂郡坂祝町 加茂郡七宗町 加茂郡人百津町 加茂郡自川町 加茂郡東自川村 大野郡自川村
岐阜市 美濃市 加茂郡富加町 加茂郡川辺町 岐阜県後期高齢者医療広域連合 全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合,国保組合、私学共済についても免除される場合があります。詳細は各組合等にお問い合わ
せください。)

※ この免除を受けるには、上記の①～⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告い

ただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、府県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも

支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費 口居住費などはお支払いいただく必要があります。
※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払つていただく必要がありますが、
一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

※ 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを利用できます。

〇 この窓口での取扱いは平成30年 12月末までです。        |
なお、平成31年 1月以降は、①保険証と②猶予 (免除)証明書の両方 |

を することで、猶予 (免除)を受けること力(きますと
猶予 (免除)証明書は、あらかじめ勤 1入の各促堕萱に申請を行うことで
交付されますので、お手続をお願いいたします。
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平成30年 7月豪雨の被災者の皆様ヘ

保険証ゃ現金がなくても 0 厚生労働省
ひと、くらし、みらしヽのた 十ヽ,r.

平成 30年 10月 24日 時点

〇

医療機関等を受診できます
、適用市町村の国民健康保 |

険・介護保険、適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協会け

んぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次
の①～⑤のしE粕かに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等
の窓口でその旨を

「

申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険

の利用料について支払いが不要となります。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者

〔京都府〕
福知山市 綾部市 宮津市 京丹後市 南丹市 船井郡京丹波町 ―も謝郡伊根町 ―も謝郡将謝
野町 京都府後期高齢者医療広域連合 全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合・国保組合、私学共済についても免除される場合があります。詳細は各組合等にお問

い合わせください。)

※ この免除を受けるには、上記の①～⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告い

ただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険 B介護保険の加入者であれば、府県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも

支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
※卸以外の保険乱解ざ獄竜翻柵班 鞠瑯辮1踊紹 鷲 t必

要がありますが、

※ 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを利用できます。

〇 この窓口での取扱いは平成30年 12月末までです。

なお、平成31年 1月以降は、①保険証と②猶予 (免除)証明書の両方
することで、猶予 (免除)を受けることができますと

猶予 (免除)証明書は、あらかじめ
“
占

交付されますので、お手続をお願いいたします。

ことで

し 1
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ご加入

証明書の

IE:



平成30年 7月豪雨の被災者の皆様ヘ

保険証や現金がなくても 0 厚生労働省 |

ひと、くらし、2,らいのために

1ヽ3に 1)of“tす 0こ とir a■ど,',t'fl:

平成 30年 可0月 24日 時点

医療機:関等を受診できます
、適用市町村の国民健康保〇

険・介護保険、適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協会け |

んぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次 
―

医療機関、介護サービス事業所等いの

の窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険
の利用料について支払いが不要となります。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で日頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

※ この免除を受けるには、上記の①～⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告い

ただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険 日介護保険の加入者であれば、府県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも
支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費 a居住費などはお支払いいただく必要があります。
※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払つていただく必要がありますが、
一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

※ 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを利用できます。

① この窓口での取扱し|は平成30年 12月末までです。
なお、平成31年二月以降は、①保険証と②猶予 (免除)証明書の両方

することで、猶予 (免除)を受けること力(きます
猶予 (免除)証明書は、あらかじめ

対象保険者

[広島県]

広島市 具市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 東広島市 江田島市 安芸郡府中町

安芸郡海田町 安芸郡熊野町 安芸郡坂町 三次市 庄原市 広島県後期高齢者医療広域連合
全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合。国保組合、私学共済についても免除される場合があります。詳細は各組合等にお問
い合わせください。)

交付されますので、お手続をお願いいたします。

をイ子うことで
0
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平成30年 7月 豪雨の被災者σ

保険証や現金が倉

医療機関等を受診できます
〇 の 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協会け

んぽ (以下の隊寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次
医療機関、介護サービス事業所等の ～

1

の窓口でその旨を

「

申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険

の利用料について支払いが1不要となります。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で回頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者

〔高知県〕
安芸市 否南市 長岡郡本山町 宿毛市 土佐清水市 幡多郡三原村
高知県後期高齢者医療広域連合 全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合B国保組合、私学共済についても免除される場合があります。詳細は各組合等にお問

い合わせください。)

幡多郡大月町

※ この免除を受けるには、上記の①～⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告い

ただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険 a介護保険の加入者であれば、府県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも

支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費 B居住費などはお支払いいただく必要があります。
※卸以外の保険再耗ぎ学ぎ荒穂翻柵聞Ⅷ騨盟驚 竜kttt必

要がありますが、
※ 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを利用できます。

〇 この窓口での取扱しれlよ平成30年12月末までです。

なお、平成31年 1月以降は、①保険証と②猶予 (免除)証明書の両方
を医療機関等の窓口で提示することで、猶予 (免除)を受けることができますと

猶予 (免除)証明書は、あらかじめご力1入の各保険者に申請を行うことで
交付されますので、お手続をお願いいたします。

の取扱い 予 (免除
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―平成30年 7月豪雨の被災者の皆様ヘ

保険証ゃ現金がなくても 0 厚生労働省 |
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猶予 (免除)証明書は、あらか

平成 30年 10月 24日 時点

ことで

医療機1関等を受診できます
〇 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村力新在する府県の後期高齢者医療、協会け

んぼ (以下の隊寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次
の①～⑤のいづ粕かに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等
の窓口でその旨を部 告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険
の利用料について支払いが1不要となります。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

※ この免除を受けるには、上記の①～⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告い

ただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険 B介護保険の加入者であれば、府県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも
支払いを求められることはありません。

※ なお、入院・入所時の食費 B居住費などはお支払いいただく必要があります。
※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払つていただく必要がありますが、
一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

※ 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを利用できます。

〇 この窓口での取扱いは平成30年12月末までです。        !
なお、平成31年 1月以降は、①保険証と②猶予 (免除)証明書の両方 |

することで、猶予 (免除)を受けることができます0

交付されますので、お手続をお願いいたします。

対象保険者

[山口県]
岩国市 山口県後期高齢者医療広域連合 全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合・国保組合、私学共済についても免除される場合があります。詳細は各組合等にお問
い合わせください。)

書の交付について、

郵

ロ 証

1ご加入
の取扱い 予

い



平成30年 7月 豪雨の被災者の皆様ヘ

0
ひと、<も し、ツ;らいのため「と

保険証や現金がなくても
厚生労働省

険・介護保険、適用市町村が所在する府県の後期

んぼ (以下の「対象保険者」に記載の保険者)にカ

平成 30年 10月 24日 時点

、適用市町村の国民健康保

高齢者医療、協会け

日入している場合、次

医療機関、介護サービス事業所等

医療機関等を受診できます
〇

の①～⑤のい珈 かに該当する方は、

の窓口でその旨をご申告いただくことで、

の利用料について支払いが不要となります。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又は れに楽ずる被災をされた方

②
③
④
⑤

※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で回頭で申告してください。
主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方

主たる生計維持者の行方が不明である方

主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方

主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

[鳥取県]

鳥取市 東伯郡三朝町 西伯郡南部町 西伯郡伯者町 日野郡日南町 日野郡日野町 日野郡江府町

八頭郡若桜町 ノ(頭郡智頭町 ノ(頭郡人頭町 鳥取県後期高齢者医療広域連合
全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合
。国保組合、私学共済についても免除される場合があります。詳細は各組合等にお問

い合わせください。)

|※だ淫∵配欲健記星見岳景
｀
パ 皇男品巳瞑鶏犀摯無送為 読 綿 ‰ 朝 ザ姿麦

・1療機関等の窓口でご申告い

|※ 上記の医療保険 L介護保険の加入者であれば、府県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも

: 支払いを求められることはありません。
|※ なお、入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
|※ 卸 朋 の保険

亀解 ざ獄竜翻 翻 藍 瑯 騨 辮 1踊 卸 冦 t必
要がありますが、

|※ 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを利用できます。

0こ の窓ロでの取扱いは平成30年 12月末までです。
なお、平成31年 1月以降は、①保険証と②猶予 (免除)証明書の両方

予 (免除)を受けることができますもすることで、猶

猶予 (免除)証明書は、あらかじめ勘 田入の各保険者に申請を行うことで
交付されますので、お手続をお願いいたします。
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平成30年 7月 豪雨の被災者の皆様ヘ

保険証や現金がなくても 0 厚生労働省
ひと、くらし、みらいのために

平成 30年 10月 24日 時点

E療
―
構1関等を受診できます

〇 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協会け

んぼ (以下のは寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次
の①～⑤のい珈 かに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等
の窓口でその旨を部 告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険

の不u用料について支払いが1不要となります。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告 してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者

[島根県]
江津市 邑智郡川本町 島根県後期高齢者医療広域連合 全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合・国保組合、私学共済についても免除される場合があります。詳細は各組合等にお問
い合わせください。)

※ この免除を受けるには、上記の①～⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告い

ただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、府県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも
支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費 。居住費などはお支払いいただく必要があります。
※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払つていただく必要がありますが、
一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

※ 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを利用できます。

① この窓口での取扱いは平成30年 12月末までです。
なお、平成31年 1月以降は、①保険証と②猶予 (免除)証明書の両方
を医療機関等の窓口で提示することで、猶予 (免除)を受けることができますと
猶予 (免除)証明書は、あらかじめ
交付されますので、お手続をお願いいたします。

イ〒うことで

予 (免除)証明い

こ 点

の のO窓 口
い合わせ 古い
について、

に



平成30年 7月 豪雨の被災者の皆様ヘ

保険証や現金がなくても 0 厚生労働省
‐
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平成 30年 可0月 24日 時点

医療機関等を受診できます
〇 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協会け

んぽ (以下のは寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次
の①～⑤のい蜘 かに該当する方は、

の窓口でその旨をご申告いただくことで、
医療機関、介護サービス事業所等

の利用料について支払しれが不要となります。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者

[福岡県]
飯塚市 久留米市 福岡県後期高齢者医療広域連合 全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合 ,国保組合、私学共済についても免除される場合があります。詳細は各組合等にお問

い合わせください。)

|※ この免除を受けるには、上記の①～⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告い.た
だいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、府県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも'支 払いを求められることはありません。
|※ なお、入院 口入所時の食費 B居住費などはお支払いいただく必要があります。

|※翌〈臀終幾急纂錠罵薦蒼撃ざ獄竜翻棚鞍 Ⅷ課盟驚 竜kttt必
要がありますが、

※ 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを利用できます。

〇 この窓口での取扱しれは平成30年 12月末までです。

なお、平成31年 1月以降は、①保険証と②猶予 (免除)証明書の両方
を医療機関等の窓口で提示することで、猶予 (免除)を受けることができますと

猶予 (免除)証明書は、あらかじめご加入の各保険者に申請を行うことで
交付されますので、お手続をお願いいたします。

の取扱いや猶予
し の lIE 間な

窓ロ 証明書の について、
い



平成30年 7月 豪雨の被災者の皆様ヘ

保険証や堀金がなくても 0 厚生労働省
ひと、くらし、ツ,らいのために

医療機関等を受診できます
〇 災害救助法の適用市町村の住民の方で、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協会け

んぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次
の①～⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等
の窓口でその旨を部 告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険

平成 30年 10月 24日 時点 ,

の利用料について支払いが1不要となります。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

※ この免除を受けるには、上記の①～⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告い

ただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険 。介護保険の加入者であれば、府県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも

支払いを求められることはありません。

※ なお、入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払つていただく必要がありますが、
一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

※ 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを利用できます。

〇 この窓口での取扱し1は平成30年 12月末までです。
なお、平成31年 1月以降は、①保険証と②猶予 (免除)証明書の両方
を医療機関等の窓口で提示することで、猶予 (免除)を受けることができます。
猶予 (免除)証明書は、あらかじめ を4子うことで

交付されますので、お手続をお願いいたします。

[兵庫県]
豊岡市 篠山市 朝来市 宍粟市 赤穂郡上郡町 美方郡香美町 姫路市 西脇市 丹波市

多可郡多可町 佐用郡佐用町 養父市 たつの市 神崎郡市川町 神崎郡神河町

兵庫県後期高齢者医療広域連合 全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合日国保組合、私学共済についても免除される場合があります。詳細は各組合等にお問
い合わせください。)

対象保険者

Ｂ
Ｅ

証明書の交付について、

なL

○ 窓ロ 予の取扱い

ご加入 い さい




